
別表　売店等工事区分表

工事区分 柏原市が行う工事 事業者が行う工事 備考

床 ● － 仕上げ：ビニル床タイル

壁 ● － 仕上げ：不燃化粧クロス

間仕切り － ●

天井 ● － 仕上げ：ロックウール化粧吸音板

建具 ● － 平面図に記載のある建具は柏原市工事

家具・什器 － ● 棚、ショーケース、冷蔵庫等

電灯、コンセント設備 ● － 容量：40kVA

動力設備 ● － 容量：50kW

照明器具 ● －

放送設備 － ●

テレビ共聴設備 － ● 店舗内までの空配管30φ程度1本設置のみ柏原市工事

電話設備 － ● 店舗内までの空配管30φ程度1本設置のみ柏原市工事

情報設備 － ● 店舗内までの空配管30φ程度1本設置のみ柏原市工事

防犯設備 － ●

空調機器 ● －

換気設備（一般） ● －

換気設備（厨房） － ● 店舗内ダクトフランジ止めまで柏原市工事

給水設備 － ● 量水器の設置及び店舗内（床立上げ25A）まで柏原市工事

排水設備 － ● 店舗内（床立上げ）まで柏原市工事

ガス設備 － － ガス不使用

衛生器具 － ●

自動火災報知機 ● － 法定設備の設置は柏原市工事、その他店舗内での変更する場合は事業者工事

非常放送 ● － 法定設備の設置は柏原市工事、その他店舗内での変更する場合は事業者工事

カットリレー ● － 法定設備の設置は柏原市工事、その他店舗内での変更する場合は事業者工事

非常照明 ● － 法定設備の設置は柏原市工事、その他店舗内での変更する場合は事業者工事

誘導灯 ● － 法定設備の設置は柏原市工事、その他店舗内での変更する場合は事業者工事

消火設備 ● － 法定設備の設置は柏原市工事、その他店舗内での変更する場合は事業者工事

排煙 ● － 法定設備の設置は柏原市工事、その他店舗内での変更する場合は事業者工事

消火器 ● － 法定設備の設置は柏原市工事、その他店舗内での変更する場合は事業者工事

※１　建築確認申請関連業務のみ柏原市が行う（事業者作成図面の法的チェックと申請業務）

※２　申請に係る資料作成、質疑対応は事業者が行う

◎事業者は、工事区分の詳細について柏原市と協議・調整を行うこと
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